
船舶事故調査報告書 

平成２８年１月２８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２７年８月２３日 １１時４５分ごろ 

発生場所 滋賀県大津市北小松の湖岸付近（琵琶湖西部） 

 大堂四等三角点から真方位１０８°８００ｍ付近 

 （概位 北緯３５°１４.６′ 東経１３５°５７.８′） 

事故の概要  水上オートバイグーフィー＆
アンド

マックスは、航行中、また、水上オ

ートバイ S T X
エスティーエックス

-15 F
エフ

は、湖岸付近で錨泊中、両船が衝突した。 

 グーフィー＆マックスは、右舷船首部に擦過傷を生じ、また、STX-

15F は、左舷船首部に擦過傷を生じた。 

事故調査の経過 平成２７年９月３日、調査を担当する主管調査官（神戸事務所）を指

名 

原因関係者から意見聴取実施済み 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 水上オートバイ グーフィー＆マックス、０.１トン 

   ２５０－５４７４６大阪、個人所有 

Ｂ 水上オートバイ STX-15F、０.１トン 

   ２５１－２０２８３滋賀、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 操縦者Ａ、操縦免許なし 

  船舶所有者Ａ 

Ｂ 船舶所有者Ｂ、特殊小型 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 右舷船首部に擦過傷 

Ｂ 左舷船首部に擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北東、風力 ２、視界 良好 

水象：湖上 平穏 

 事故の経過  操縦者Ａは、砂浜に近づいて停船させようとしたが、止める方法が

分からず、前進を続けた。 

 操縦者Ａは、特殊小型船舶操縦免許を取得しておらず、水上オート

バイの乗船経験がなかった。 

 船舶所有者Ａは、本事故発生場所とは別の砂浜で横になっていたと

ころ、操縦者Ａがいないこと及びＡ船がないことに気付き、友人と共

に他の水上オートバイで付近を捜していた。 

 船舶所有者Ｂは、Ｂ船を湖岸付近に錨泊させ、約２０ｍ離れた砂浜

にいた。 

分析  Ａ船は、操縦者Ａが、水上オートバイの操作方法を知らなかったこ

とから、停船させる方法が分からず、前進を続けたものと考えられ

る。 



 操縦者Ａは、特殊小型船舶操縦免許を取得していなかったことか

ら、小型船舶操縦者としてＡ船を操縦してはならなかった。 

原因  本事故は、Ａ船の操縦者Ａが水上オートバイの操作方法を知らなか

ったため、Ａ船が錨泊中のＢ船に衝突したことにより発生したものと

考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・水上オートバイの所有者は、他人が乗船しないよう、緊急エンジ

ン停止コードを抜いておくなど、管理を適切に行うこと。 

 ・水上オートバイの所有者は、特殊小型船舶操縦免許を取得してい

ない者に水上オートバイを操縦させてはならない。  


